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特
別
記
事

渕
川
和
彦
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

Ⅰ　

本
論
文
の
構
成

　

１　

主
論
文
題
目

「
米
国
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
に
関
す
る
研

究
」　

序
章　

問
題
の
所
在

第
１
部　

買
手
市
場
支
配
力
の
理
論

　

第
１
章　

買
手
市
場
支
配
力
の
意
義

　
　

第
１
節　

市
場
支
配
力

　
　

第
２
節　

買
手
市
場
支
配
力

　
　

第
３
節　

買
手
独
占
力

　
　

第
４
節　

共
同
の
買
手
独
占
（collusive m

onopsony

）

　
　

第
５
節　

取
引
交
渉
力
（bargaining pow

er

）

　

第
２
章　

双
方
独
占

　
　

第
１
節　

双
方
独
占
（bilateral m

onopoly

）

　
　

第
２
節　

拮
抗
力
（countervailing pow

er

）

　

第
３
章　

買
手
市
場
支
配
力
の
推
定

第
２
部　

米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制

　

第
４
章　

購
買
力
濫
用
規
制

　

第
５
章　

単
独
行
為
規
制

　
　

第
１
節　

略
奪
的
高
価
購
入
（predatory bidding

）
規
制

　
　

第
２
節　

買
手
独
占
に
お
け
る
略
奪
的
高
価
購
入

　
　

第
３
節　

W
eyerhaeuser

判
決
の
評
価
と
そ
の
課
題

　

第
６
章　

共
同
行
為
規
制

　
　

第
１
節　

初
期
の
買
手
独
占
の
事
例

　
　

第
２
節　

買
手
独
占
規
制
に
お
け
る
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー

の
取
扱
い

　
　

第
３
節　

買
手
独
占
理
論
に
よ
る
共
同
行
為
規
制
の
展
開

　
　

第
４
節　

M
andeville

判
決
を
踏
襲
し
た
事
例

　
　

第
５
節　

買
手
間
の
共
同
行
為
規
制
と
そ
の
課
題

　

第
７
章　

買
手
主
導
型
の
取
引
拒
絶
の
規
制

　
　

第
１
節　

従
来
の
共
同
行
為
規
制

　
　

第
２
節　

買
手
市
場
支
配
力
概
念
を
踏
ま
え
た
共
同
行
為
の
検
討

　

第
８
章　

企
業
結
合
規
制

　
　

第
１
節　

水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　
　

第
２
節　

買
手
市
場
支
配
力
に
関
す
る
事
例

　
　

第
３
節　

買
手
市
場
支
配
力
に
関
す
る
企
業
結
合
規
制
と
そ
の
課
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題

第
３
部　

各
産
業
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制

　

第
９
章　

農
業
・
酪
農
業
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制

　
　

第
１
節　

農
業
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制

　
　

第
２
節　

農
業
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
と
適
用
除
外

　
　

第
３
節　

酪
農
業
に
お
け
る
適
用
除
外
の
射
程

　
　

第
４
節　

農
業
・
酪
農
業
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
課

題

　

第
10
章　

大
規
模
小
売
業
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制

　
　

第
１
節　

購
買
力
の
濫
用
規
制

　
　

第
２
節　

単
独
行
為
規
制

　
　

第
３
節　

買
手
事
業
者
主
導
の
取
引
拒
絶

　
　

第
４
節　

企
業
結
合
規
制

　
　

第
５
節　

検
討

　

終
章　

買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
展
望
と
課
題

　
　

第
１
節　

米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制

　
　

第
２
節　

我
が
国
独
禁
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
へ
の

示
唆

　
　

第
３
節　

結
び
に
代
え
て

邦
語
参
考
文
献
一
覧

外
国
語
参
考
文
献
一
覧

本
論
文
掲
載
・
関
連
著
書
論
文
の
初
出
掲
載
誌

２　

副
論
文

・Choi Y
o Sop &

 K
azuhiko Fuchikaw

a 

“Com
parative 

A
nalysis of Com

petition Law
s on Buyer Pow

er in K
orea 

and Japan,

” W
orld Com

petition 33, no. 3, 2010, pp. 499-519.

・
小
島
泰
友
・
渕
川
和
彦
「
流
通
市
場
に
お
け
る
買
手
パ
ワ
ー

（Buyer Pow
er

）
の
競
争
へ
の
影
響
に
つ
い
て
」『
公
正
取
引
委
員

会
競
争
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
報
告
書
』CR04-10

、
二
〇

一
〇
年
一
二
月

Ⅱ　

本
論
文
の
概
要

　

１　

問
題
の
所
在

　

近
年
、
輸
送
手
段
や
交
通
網
の
発
達
、
店
舗
で
の
販
売
情
報
を
集

約
す
る
Ｐ
Ｏ
Ｓ
シ
ス
テ
ム
の
導
入
な
ど
に
伴
い
大
型
小
売
業
が
発
展

し
、
小
売
段
階
で
の
寡
占
化
も
進
む
こ
と
と
な
り
、
量
販
店
、
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が
事
業
規
模
を
拡
大

す
る
こ
と
で
大
型
小
売
業
者
が
大
き
な
交
渉
力
を
有
す
る
に
至
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
流
通
構
造
の
変
化
は
、
買
手
市
場
支
配
力

（buyer pow
er

）
の
顕
在
化
と
こ
れ
に
よ
る
無
視
し
え
な
い
競
争

法
上
の
弊
害
と
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
特
に
、
供
給
業
者
に
対
し
て

交
渉
力
を
有
す
る
大
規
模
小
売
業
者
の
存
在
は
、
競
争
法
上
の
新
た
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な
課
題
を
生
じ
さ
せ
て
お
り
、
大
規
模
小
売
業
者
の
市
場
支
配
力
の

問
題
は
、
我
が
国
だ
け
で
な
く
、
米
欧
を
は
じ
め
と
し
た
先
進
諸
国

の
競
争
法
上
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

本
論
文
は
、
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
買
手
市
場
支
配
力
規
制
に
関
す
る
学
説
・
判
例
の
蓄
積
の

あ
る
米
国
を
検
討
対
象
と
し
て
、
買
手
市
場
支
配
力
の
意
義
と
違
法

性
判
断
基
準
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
買
手
の
行
為
は
、
従
来
、

競
争
者
へ
の
影
響
を
取
り
扱
う
購
買
力
の
濫
用
の
問
題
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
論
文
で
は
、
買
手
の
行
為
を
購
買
力

の
濫
用
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
買
手
の
市
場
支
配
力
の
問
題
と

し
て
捉
え
、
買
手
市
場
支
配
力
に
関
す
る
体
系
的
な
研
究
を
行
っ
て

い
る
。

　

本
論
文
で
は
、
ま
ず
買
手
市
場
支
配
力
の
理
論
を
学
説
の
検
討
を

通
じ
て
明
ら
か
に
し
（
第
１
部
）、
次
に
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に

お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
の
規
制
に
つ
い
て
、
そ
の
行
使
の
行
為
類

型
毎
に
判
例
分
析
を
中
心
に
検
討
を
行
い
（
第
２
部
）、
さ
ら
に
産

業
特
有
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
に
つ

い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
（
第
３
部
）。
以
下
で
は
、
検
討
の
概
要

と
本
論
文
の
分
析
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

　

２　

買
手
市
場
支
配
力
の
理
論

　

本
論
文
で
は
、
買
手
市
場
支
配
力
を
、
小
売
業
者
に
と
っ
て
有
利

な
契
約
条
件
（
低
価
格
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
好
条
件
も
含

む
）
を
供
給
者
か
ら
引
き
出
せ
る
力
で
あ
る
と
定
義
し
、
買
手
市
場

支
配
力
に
は
、
買
手
独
占
力
と
取
引
交
渉
力
が
含
ま
れ
る
と
し
て
い

る
。

　

ま
ず
、
買
手
独
占
力
と
は
、
購
入
量
を
削
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、

競
争
水
準
以
下
に
購
入
価
格
を
引
き
下
げ
る
こ
と
を
指
し
、
こ
れ
に

よ
り
社
会
厚
生
の
損
失
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
取
引
交
渉
力
と
は
、

取
引
相
手
に
対
し
て
、
譲
歩
に
応
じ
な
け
れ
ば
、
費
用
を
課
す
又
は

利
益
を
減
ず
る
と
脅
す
こ
と
に
よ
り
、
譲
歩
を
獲
得
す
る
力
で
あ
る

と
す
る
。

　

次
に
、
購
買
力
と
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
事
業
者
若

し
く
は
事
業
者
の
グ
ル
ー
プ
が
、
商
品
若
し
く
は
役
務
の
購
入
者
と

し
て
の
支
配
的
な
地
位
を
有
す
る
、
又
は
事
業
規
模
若
し
く
は
特
質

に
よ
る
戦
略
的
若
し
く
は
レ
バ
レ
ッ
ジ
の
有
利
性
を
持
つ
こ
と
で
、

他
の
買
手
よ
り
も
有
利
な
条
件
を
売
手
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
際

に
生
じ
る
状
態
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

一
方
、
取
引
交
渉
力
に
つ
い
て
は
、Chen

教
授
に
よ
れ
ば
、
不

完
全
競
争
の
状
態
で
、
均
衡
価
格
が
、
供
給
者
の
限
界
費
用
よ
り
も

高
い
場
合
に
、
買
手
か
ら
供
給
者
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
力
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
本
論
文
で
は
、
特
に
大
規
模
小
売
業
に
関
し
て
は
、
供



100

法学研究 87 巻 5 号（2014：5）

給
業
者
の
小
売
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
程
度
と
小
売
市
場
へ
ア
ク
セ

ス
す
る
た
め
の
条
件
を
決
め
る
こ
と
で
、
買
手
市
場
支
配
力
を
行
使

す
る
こ
と
が
可
能
な
小
売
業
者
を
指
す
「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
の
存

在
に
よ
り
、
取
引
交
渉
力
が
行
使
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

　

本
論
文
は
、
買
手
市
場
支
配
力
の
理
論
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

第
２
部
に
お
い
て
、
買
手
市
場
支
配
力
の
理
論
が
米
国
反
ト
ラ
ス
ト

法
の
判
例
法
に
与
え
た
影
響
を
検
討
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
行

為
類
型
毎
の
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

各
行
為
類
型
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
判
例
変
遷
を
検
討

し
て
い
る
。
こ
の
判
例
変
遷
の
分
析
を
通
じ
て
、
買
手
市
場
支
配
力

の
理
論
が
如
何
に
し
て
判
例
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て

検
討
し
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
の
意
義

及
び
法
的
基
準
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

３　

米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制

　

第
２
部
で
は
、
従
来
の
購
買
力
濫
用
規
制
に
つ
い
て
検
討
し
た
上

で
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
を
各
行

為
類
型
毎
に
検
討
し
て
い
る
。
行
為
類
型
と
し
て
は
、
単
独
行
為
、

共
同
行
為
、
そ
し
て
、
単
独
行
為
と
共
同
行
為
の
中
間
体
で
あ
る
買

手
主
導
型
の
取
引
拒
絶
、
企
業
結
合
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。

　

本
論
文
第
５
章
で
は
、
単
独
行
為
規
制
に
つ
い
て
、
買
手
独
占
に

つ
い
て
初
め
て
言
及
し
た
最
高
裁
判
決
で
あ
る
、W

eyerhaeuser

判
決
（W
eyerhaeuser Com

pany v. Ross-Sim
m

ons H
ardw

ood 
Lum

ber Co., Inc., 549 U
.S. 312 (2007)

）
を
中
心
に
分
析
し
て

い
る
。W

eyerhaeuser

判
決
で
は
、
売
手
独
占
と
買
手
独
占
の
理

論
的
・
実
務
的
に
類
似
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
売
手
独
占
と
買
手
独

占
と
に
同
じ
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

本
論
文
で
は
、
単
独
行
為
で
あ
る
排
他
的
行
為
に
対
す
る
違
法
性

判
断
基
準
が
乱
立
し
て
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
統
一
さ
れ
た
違
法
性

判
断
基
準
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、W

eyerhaeuser

判
決
で

は
略
奪
的
高
価
購
入
に
よ
り
、
産
出
物
の
価
格
設
定
が
コ
ス
ト
割
れ

に
な
る
場
合
を
違
法
と
す
る
基
準
を
示
し
た
が
、
コ
ス
ト
の
適
切
な

算
定
方
法
自
体
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、

こ
の
産
出
物
の
コ
ス
ト
を
上
回
る
場
合
の
行
為
に
対
す
る
評
価
に
つ

い
て
は
、
な
お
課
題
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

本
論
文
第
６
章
で
は
、
共
同
行
為
規
制
に
つ
い
て
、
共
同
行
為
が

①
社
会
厚
生
の
損
失
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
、
②
効
率
性
を
達
成
す
る

場
合
、
③
売
手
の
市
場
支
配
力
に
対
す
る
拮
抗
力
と
し
て
消
費
者
厚

生
を
改
善
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま

たM
andeville

判
決
（M

andeville Island Farm
s, Inc. v. A

m
er-

ican Crystal Sugar Co., 334 U
.S. 219 (1948)

）
で
は
、
消
費
者
、
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購
入
者
、
競
争
者
、
又
は
販
売
者
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
米
国
反
ト

ラ
ス
ト
法
の
保
護
が
及
ぶ
と
判
示
し
、
当
然
違
法
の
原
則
を
適
用
し

た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け

る
買
手
間
の
共
同
行
為
規
制
は
、
買
手
独
占
の
理
論
を
受
け
て
、
当

然
違
法
の
適
用
に
変
化
が
生
じ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
分
析
し
て
い

る
。
こ
の
点
、
下
級
審
判
決
は
、
当
然
違
法
原
則
で
は
な
く
、
簡
略

化
さ
れ
た
合
理
の
原
則
を
用
い
た
判
決
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る

が
、
買
手
間
の
カ
ル
テ
ル
を
当
然
違
法
と
し
たM

andeville

判
決

を
覆
す
連
邦
最
高
裁
判
決
は
未
だ
な
く
、M

andeville

判
決
の
先

例
拘
束
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

本
論
文
第
７
章
で
は
、
買
手
主
導
型
の
取
引
拒
絶
の
規
制
に
つ
い

て
分
析
し
て
い
る
。
買
手
主
導
型
の
取
引
拒
絶
に
つ
い
て
は
、
売
手

間
の
並
行
行
為
か
ら
水
平
的
な
合
意
を
推
認
し
、
共
同
行
為
と
し
て

規
制
し
て
お
り
、T

oys 

“R

” Us

事
件
（T

oys 

“R

” Us, Inc. v. 
Federal T

rade Com
m

ission, 221 F.3d 928 (7th Cir. 2000)
）

で
は
、
当
然
違
法
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
行
為
類
型
に
当
て
は
め
る
た
め
、

製
造
業
者
間
の
水
平
的
な
合
意
を
推
認
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
規

制
対
象
を
大
規
模
小
売
業
者
で
あ
るT

oys 

“R

” Us

の
み
に
限
定

し
て
い
る
。

　

本
論
文
で
は
、
共
同
行
為
の
中
で
も
例
外
的
な
買
手
主
導
型
の
取

引
拒
絶
に
お
い
て
は
、
売
手
間
の
水
平
的
な
合
意
の
有
無
よ
り
も
、

買
手
が
売
手
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
買
手
市
場
支
配
力
の
有

無
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
買
手
主
導
型
の
取
引
拒

絶
に
お
い
て
、
従
来
の
共
同
行
為
規
制
に
よ
っ
て
状
況
証
拠
に
よ
る

合
意
の
推
認
に
過
度
に
依
存
す
る
こ
と
で
、
当
然
違
法
の
原
則
を
立

証
の
道
具
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
問
題
点

を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
８
章
で
は
、
企
業
結
合
規
制
に
関
し
て
、
判
例
法
や
司
法
省
及

び
連
邦
取
引
委
員
会
が
公
表
し
て
い
る
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

検
討
を
通
じ
て
分
析
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、Staples

事
件 

（FT
C v. Staples Inc., 970 F. Supp. 1066 (D

.D
.C. 1997)

）
に

お
い
て
、
地
理
的
市
場
毎
のStaples

の
価
格
設
定
を
比
較
し
た

「
価
格
証
拠
」
を
提
出
す
る
こ
と
で
市
場
画
定
が
行
わ
れ
て
い
る
点

が
注
目
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
二
〇
一
〇
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
は
、
買
手
間
の
合
併
に
よ
る
下
流
市
場
で
の
競
争
効
果
に
つ
い

て
は
評
価
し
な
い
と
し
て
お
り
、
買
手
市
場
支
配
力
を
消
費
者
へ
影

響
を
与
え
る
も
の
に
限
定
し
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

ま
た
、
有
力
な
買
手
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
賛
否
両
論
あ

る
も
の
の
、Country Lake

事
件
（U

nited States v. Country 
Lake Foods, 754 F. Supp. 669 (D

. M
inn. 1990)

）
及
びBaker 

H
ughes

事
件
（U

nited States v. Baker H
ughes, 908 F.2d 

981 (D
.C. Cir. 1990)

）
に
お
い
て
、
有
力
な
買
手
の
抗
弁
が
認
め
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ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
二
〇
一
〇
年
水
平
企
業

結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
も
、
効
率
性
と
は
別
に
、
有
力
な
買

手
の
抗
弁
に
言
及
し
て
お
り
、
企
業
結
合
当
事
者
の
価
格
の
引
上
げ

の
能
力
を
制
限
す
る
場
合
と
し
て
、
①
上
流
市
場
を
垂
直
統
合
す
る

能
力
が
あ
る
場
合
、
②
新
規
参
入
を
後
押
し
す
る
能
力
と
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
有
す
る
場
合
、
③
大
規
模
な
買
手
の
行
為
又
は
存
在
が
協

調
効
果
を
弱
め
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

　

第
３
部
で
は
、
産
業
毎
に
固
有
な
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
の
買
手

市
場
支
配
力
規
制
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
本
論
文
第
９
章
で
は
、

農
業
・
酪
農
業
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
に
関
し
て
分
析
し

て
い
る
。
農
業
分
野
に
お
い
て
、
生
鮮
食
品
の
取
引
で
は
供
給
量
を

調
整
又
は
削
減
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
特
に
農
産
品
が
傷
み
や

す
く
遠
方
に
輸
送
で
き
な
い
場
合
に
は
、
加
工
業
者
か
ら
安
く
買
い

叩
か
れ
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
農
業
分
野
に
お
い
て
、
専
属
供
給

の
契
約
が
結
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
専
属
供
給
契
約
な
ど
を
通
じ
て
、

買
手
独
占
の
状
態
に
あ
る
加
工
業
者
が
農
家
を
垂
直
統
合
す
る
傾
向

が
見
受
け
ら
れ
（
例
え
ば
、
鶏
肉
産
業
、
牛
肉
産
業
、
豚
肉
産
業
な

ど
）、
農
業
協
同
組
合
の
取
引
が
垂
直
的
な
囲
い
込
み
を
通
じ
て
排

除
行
為
を
行
う
よ
う
な
場
合
に
は
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
適
用
さ
れ

得
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
農
業
分
野
に
お
い
て
は
、

食
の
安
全
や
安
定
供
給
と
い
う
競
争
法
以
外
の
価
値
の
実
現
が
求
め

ら
れ
る
一
方
で
、
競
争
の
働
く
余
地
を
高
め
、
消
費
者
の
利
益
を
実

現
し
て
い
く
べ
き
と
し
て
い
る
。

　

本
論
文
第
10
章
で
は
、
買
手
市
場
支
配
力
の
拡
大
が
今
日
懸
念
さ

れ
て
い
る
大
規
模
小
売
業
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、

大
規
模
小
売
業
規
制
に
関
し
て
、
大
規
模
小
売
業
に
特
有
の
買
手
市

場
支
配
力
の
要
因
と
し
て
、「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
効
果
を
挙
げ
て

お
り
、T

oys 

“R

” Us

事
件
で
は
、T

oys 

“R

” Us

の
取
扱
商
品
リ

ス
ト
か
ら
外
れ
れ
ば
、
製
造
業
者
は
大
き
な
損
失
を
被
る
の
に
対
し

て
、T

oys 

“R

” Us

は
別
の
製
品
を
取
り
扱
え
ば
良
い
た
め
、
損
失

は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
う
、「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
効
果
が
生

じ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
複
数
の
ブ
ラ
ン
ド
を
取
り
扱

う
大
規
模
小
売
業
者
で
あ
るT

oys 

“R

” Us

は
、
棚
ス
ペ
ー
ス
の

割
当
て
、
す
な
わ
ち
「
ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ア
ラ
ウ
エ
ン
ス
」
を
通

じ
て
供
給
業
者
に
対
す
る
市
場
支
配
力
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
市
場

支
配
力
を
背
景
と
し
て
、
買
手
主
導
型
の
取
引
拒
絶
に
及
ん
だ
と
し

て
い
る
。

　

４　

結
語

　

以
上
の
議
論
に
よ
り
、
本
論
文
で
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
で
は
、

売
手
独
占
と
買
手
独
占
と
は
、
理
論
的
・
実
務
的
類
似
性
か
ら
同
種
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の
法
的
基
準
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
で
、
行
為

類
型
毎
に
上
流
市
場
の
み
を
検
討
す
る
の
か
、
上
流
市
場
と
下
流
市

場
を
双
方
と
も
検
討
す
る
の
か
に
つ
い
て
差
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
の

目
的
と
買
手
市
場
支
配
力
の
特
性
に
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
米
国

反
ト
ラ
ス
ト
法
が
目
的
と
し
て
掲
げ
る
消
費
者
厚
生
へ
の
影
響
を
検

討
す
る
場
合
に
、
買
手
市
場
支
配
力
は
中
長
期
的
に
消
費
者
厚
生
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
そ
の
影
響
が
明
白
で
あ
る
買
手
間
の
カ
ル

テ
ル
に
つ
い
て
は
、
上
流
市
場
で
の
検
討
で
足
り
、
他
方
、
消
費
者

厚
生
へ
の
影
響
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
上
流
市
場
と
下
流
市
場

の
両
方
を
判
断
し
た
上
で
消
費
者
厚
生
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

Ⅲ　

本
論
文
に
対
す
る
評
価

　

本
論
文
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
の

理
論
と
判
例
法
に
つ
い
て
分
析
し
、
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
違
法

性
判
断
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
買
手
市
場
支
配
力
規
制

の
現
状
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
我
が
国
独
占
禁
止
法
へ
の

示
唆
を
試
み
て
い
る
。
従
来
、
購
買
力
の
濫
用
と
い
う
取
引
当
事
者

間
の
取
引
上
の
地
位
の
格
差
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
問
題

を
、
本
論
文
は
、
市
場
に
影
響
を
及
ぼ
す
買
手
市
場
支
配
力
の
問
題

と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
著
者
の
問
題
意
識
は
適
切

な
も
の
と
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
内
容
面
に
関
し
て
、
米
国
で
進
展
し
て
い
る
買
手
市
場
支

配
力
規
制
に
つ
い
て
、
学
説
の
整
理
、
判
例
分
析
を
緻
密
に
行
う
こ

と
で
、
単
な
る
米
国
法
の
紹
介
に
止
ま
ら
ず
、
買
手
市
場
支
配
力
規

制
に
お
け
る
違
法
性
判
断
基
準
、
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
現
状
と

課
題
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
外
国
法
研
究
と
し
て
高
く
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
大
規
模
小
売
業
の
買
手
市
場
支
配
力
の
拡
大
の
要
因
に

つ
い
て
分
析
し
て
お
り
、T

oys 

“R

” Us

事
件
や
、
ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン

グ
・
ア
ラ
ウ
エ
ン
ス
に
関
す
る
連
邦
取
引
委
員
会
（
Ｆ
Ｔ
Ｃ
）
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
、
水
平
的
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
検
討
な
ど
を
通

じ
て
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
効
果
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
は
、
大
規
模

小
売
業
の
買
手
市
場
支
配
規
制
を
検
討
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
評

価
で
き
る
。

　

本
論
文
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
い
て
、
売
手
独
占
と
買
手

独
占
と
は
、
理
論
的
・
実
務
的
類
似
性
か
ら
同
種
の
法
的
基
準
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
消
費
者
厚
生
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
明
白
で
あ
る
買
手
間
の
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
は
、
上
流
市
場

で
の
検
討
で
十
分
で
あ
り
、
他
方
、
消
費
者
厚
生
へ
の
影
響
が
明
ら
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か
で
な
い
場
合
に
は
上
流
市
場
と
下
流
市
場
の
両
方
を
判
断
し
た
上

で
消
費
者
厚
生
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
買
手

市
場
支
配
力
規
制
に
お
い
て
、
競
争
へ
の
影
響
を
検
討
す
べ
き
市
場

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
に
お
い
て
十
分
に
検
討
し
た
研
究
は

な
く
、
こ
の
点
は
注
目
に
値
す
る
。

　

購
買
力
濫
用
規
制
と
し
て
の
優
越
的
地
位
の
濫
用
規
制
が
行
わ
れ

て
い
る
我
が
国
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
規
制

が
、
当
事
者
の
地
位
の
格
差
の
不
当
利
用
に
着
目
し
た
規
制
で
あ
り
、

競
争
へ
の
影
響
に
つ
い
て
必
ず
し
も
規
制
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

か
ら
、「
正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
て
不
当
に
」
の
判
断
基
準
の
明

確
化
が
求
め
ら
れ
、
非
効
率
な
事
業
者
の
温
存
に
繫
が
ら
な
い
よ
う

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
論
文
も
述
べ
る
よ
う
に
、
米
国
に
お

け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
に
お
け
る
違
法
性
判
断
基
準
の
単
純
な

当
て
は
め
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
買
手
市
場
支
配
力
の

理
論
と
そ
の
運
用
に
関
し
て
は
、
日
本
独
占
禁
止
法
に
一
定
の
示
唆

を
与
え
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

し
か
し
、
本
論
文
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
存
在
す
る
。
本

論
文
は
、
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
総
合
的
な
違
法
性
判
断
基
準
の

在
り
方
を
検
討
す
る
た
め
、
共
同
行
為
規
制
、
単
独
行
為
規
制
、
企

業
結
合
規
制
な
ど
、
複
数
の
行
為
類
型
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
全
体
像
を
捉
え
て
い
る
点
は
、

総
論
と
し
て
評
価
で
き
る
一
方
で
、
取
り
扱
う
領
域
が
広
く
な
っ
て

お
り
、
今
後
各
論
と
し
て
各
行
為
類
型
の
更
な
る
詳
細
な
分
析
を
求

め
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
本
論
文
で
は
、
我
が
国
で
は
十
分
に
紹
介
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
買
手
独
占
理
論
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
評
価
で
き
る
も

の
の
、Blair

教
授
とH

arrison

教
授
が
体
系
化
し
た
買
手
独
占
理

論
を
中
心
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
確
か
に
、
連
邦
最
高
裁
を
始

め
、
米
国
の
裁
判
所
の
多
く
は
、
両
教
授
の
買
手
独
占
理
論
を
採
用

し
て
い
る
。
し
か
し
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支

配
力
規
制
の
総
合
的
な
分
析
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、Blair

教
授
と

H
arrison

教
授
の
買
手
独
占
理
論
の
問
題
点
も
さ
ら
に
批
判
的
に

検
証
す
る
こ
と
を
求
め
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
本
論
文
で
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
市

場
支
配
力
規
制
に
お
け
る
違
法
性
判
断
基
準
を
そ
の
ま
ま
日
本
独
占

禁
止
法
の
解
釈
に
持
ち
込
む
べ
き
で
は
な
い
と
の
観
点
か
ら
、
日
本

法
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
本
論
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
日
本
独

占
禁
止
法
へ
の
示
唆
を
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
論
文
は
、
日
本
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
買
手

の
行
為
の
規
制
に
お
い
て
優
越
的
地
位
の
濫
用
規
制
が
抱
え
る
問
題

に
つ
い
て
、
買
手
市
場
支
配
力
と
い
う
新
し
い
視
点
か
ら
優
れ
た
研
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究
成
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
上
記
問
題
は
今
後
渕
川

君
の
継
続
的
な
研
究
を
通
じ
て
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
成
果
の
中
で
解

消
さ
れ
る
も
の
と
思
料
す
る
。

　

な
お
、
主
論
文
に
対
し
て
、
副
論
文
と
し
て
、（
１
）Choi Y

o 
Sop &

 K
azuhiko Fuchikaw

a 

“Com
parative A

nalysis of 
Com

petition Law
s on Buyer Pow

er in K
orea and Japan,

” 
W

orld Com
petition 33, no. 3, 2010, pp 499-519.

（
２
）
小
島

泰
友
・
渕
川
和
彦
「
流
通
市
場
に
お
け
る
買
手
パ
ワ
ー
（Buyer 

Pow
er

）
の
競
争
へ
の
影
響
に
つ
い
て
」『
公
正
取
引
委
員
会
競
争

政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
報
告
書
』CR04-10

、
二
〇
一
〇
年

一
二
月
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
日
本
独
占
禁
止

法
、
韓
国
競
争
法
、
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配

力
規
制
を
検
討
し
て
い
る
点
で
、
本
論
文
に
お
け
る
米
国
反
ト
ラ
ス

ト
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規
制
の
研
究
を
補
完
す
る
も
の
で

あ
り
、
主
論
文
の
価
値
を
一
層
高
め
る
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
も

の
で
あ
る
。

Ⅳ　

本
論
文
審
査
の
結
論

　

本
論
文
は
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
規

制
を
め
ぐ
る
学
説
、
判
例
を
総
合
的
に
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
外

国
法
研
究
と
し
て
単
な
る
紹
介
論
文
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
買
手

市
場
支
配
力
規
制
を
行
為
類
型
毎
に
分
析
し
、
違
法
性
判
断
基
準
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
買
手
市

場
支
配
力
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
日
本
の
独
占
禁
止
法
に

お
け
る
買
手
市
場
支
配
力
に
一
定
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
。

　

渕
川
君
は
、
平
成
二
五
年
一
〇
月
の
日
本
経
済
法
学
会
で
、
本
論

文
の
内
容
を
報
告
し
て
お
り
、
本
研
究
を
通
じ
た
日
本
経
済
法
学
会

に
対
す
る
貢
献
も
大
い
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
今

後
博
士
論
文
の
内
容
を
発
展
さ
せ
、
日
本
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
買

手
市
場
支
配
力
規
制
を
さ
ら
に
検
討
す
る
べ
く
、
現
在
、
優
越
的
地

位
の
濫
用
規
制
の
研
究
に
従
事
し
て
い
る
。
渕
川
君
は
、
日
本
経
済

法
学
会
に
お
い
て
幅
広
い
視
点
と
鋭
い
問
題
意
識
を
持
つ
希
有
な
若

手
研
究
者
と
し
て
、
今
後
の
活
躍
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

他
方
、
本
論
文
に
は
未
だ
検
討
を
要
す
べ
き
点
や
、
分
析
の
曖
昧

さ
が
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
こ
と
自
体
は
今
後
の
渕
川
君
の
研

究
の
進
展
に
よ
り
解
消
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
論
文
の
研
究
上

の
意
義
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。

　

以
上
の
次
第
で
、
審
査
員
一
同
、
本
論
文
は
、
慶
應
義
塾
大
学
法

学
博
士
号
授
与
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
す
る
次
第
で
あ
る
。
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